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事務事業名 特別障害者手当等支給事業

会計区分 事業類型 法定受託系一般会計

0

事業番号 94

平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート平成24年度 事務事業評価シート

健康福祉部

事事事事

　　　　

　　　　

業業業業

　　　　

　　　　

のののの

　　　　

　　　　

概概概概

　　　　

　　　　

要要要要

担当部

直接実施・

運営

100 委託

平成１２年度以前 ～事業期間

総合計画

分野別計画

予算区分

障がい者に自立を支援する

1

福祉課

障がい福祉係

102

平成３０年度以降

障がい者（児）福祉

担当課

1

保健福祉

精神又は重度の障がいを持つ児童又は精神又は著しく重度の障がいを持つ者に手当を支

給することにより、経済的負担の軽減を図る。

・申請の受付、所得等の審査、現況調査提出の依頼、手当の給付を行った。

特別障害者手当：26,440円/月、障害児福祉手当：14,380円/月、経過的福祉手当：14,380円

/月（国制度）

上記の国制度に加算する県制度

・身体障がい1～2級の障がいを有し、ＩＱ35以下の方：7,090円/月、7,160円/月

・身体障がい1～2級の障がいを有する方：1,090円/月

助成 0

3

担当係

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)

特別障害者手当法、障害児福祉手当など

単位

千円

人

千円

人

千円

千円

％

千円

千円

千円

2,659

0.00

0

14,997

54,299

98.0

13,908

0.00

0

59,293

0

0

2,659

0.00

0

2,659

0.00

55,978

13,936

41,438

費用合計

53,319 52,715

0

55,374

98.9

受益者負担

費

用

直接経費

正職員

国・県支出金

対前年比

その他財源

15,871

40,107

一般財源

Ｈ21決算額

・身体障がい1～2級の障がいを有する方：1,090円/月

・ＩＱ35以下の方：1,160円/月

【直接経費の内訳】

　扶助費（51,640千円）

無

人件費

従事者数

人件費

0.50

（手段）

従事者数

Ｈ23決算額

ココココ

　　　　

　　　　

スススス

　　　　

　　　　

トトトト

財

源

その他職員

51,640

Ｈ22決算額

0.500.50

109.1

Ｈ24予算額

56,634

0.50

44,296

00

40,391

2,659



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績
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年年年年

事業番号

99

―

人

4

H21

業業業業

　　　　

　　　　

　　　　

　　　　

績績績績

H22

―

75

―

―

105

人

―

H23

―

4

―

70

―

99

人

特別障害者手当受給

者数

―

障害児福祉手当受給

者数

経過的福祉手当受給

者数

成果指標名

特別障害者手当受給

者数

事業の

達成状況

活動指標名 H22

―― ―

H24H23

94

人

67

5

70

―

75

105

―

99

H21

―

99

人

障害児福祉手当受給

者数

―

67

手当支給の対象となる方に対し、各種手当（国制度、一部県加算あり）を支給し、経済

的な支援を行った。

―

―

―

―

H24

丁寧な制度案内に心がけるとともに正確かつ効率的に事務を行う。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

丁寧な制度案内に心がける必要がある。

国制度に基づき適正に手当の支給ができているため、現状維持と判断した。

方向性の判定 現状維持

改善案等

事業を縮小・

廃止したときの

影響

判　定　理　由

一次評価のとおり。現状維持

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

方向性の判定

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

今今今今

後後後後

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

判定理由

国制度に基づく事務であり、廃止すれば手当が支給されなくなり、経済的な支援がな

くなる。


